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１．はじめに
　アセアン諸国は、日本からの貿易・投資の拡大が
見込まれ、今後とも高い経済成長が予測されている。
これに伴い、アセアン諸国の知的財産制度への関心
も高まっている。
　本稿は、アセアン諸国の知的財産制度について、
複数回に分けて紹介するものである。今回は、タイ
の知的財産制度のうち、特許法（発明特許、小特許、

意匠特許）を中心に解説する。

２．総論
　タイの知的財産法は、特許法、商標法、著作権法
を基本としている。実用新案（小特許）と意匠（意
匠特許）は、特許（発明特許）とともに特許法に規
定されている。
　タイでは、1931年に商標法が制定され、1979年に
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特許法が制定された。その後、植物品種保護法（2000
年）、集積回路配置保護法（2000年）、営業秘密法

（2002年）、地理的表示保護法（2003年）などが導入
された。なお、著作権法については、19世紀から存
在（国立国会図書館の書籍の複製禁止）していると
いわれているが、現在の著作権法は1994年に制定さ
れたものである。タイには植民地の時代がないため、
欧州や日本の影響が少なく、例えば、タイの特許法
においては、欧州特許条約や日本の特許法との共通
性のない独自の規定が多い点が特徴である。
　タイは、知的財産条約として、1989年にWIPO
設立条約に加盟し、1995年にTRIPS協定に加盟し、
2008年にパリ条約に加盟した。ベルヌ条約には、一
部留保のうえで、1931年に加盟している。
　各々の法領域の条約としては、2009年にタイは
PCT条約（特許）に加盟した。また、本年（2017年）
８月７日、タイがマドプロ（商標）に加盟したた
め、本年11月７日よりマドプロ国際登録出願におい
てタイを指定国とすることが可能となる。なお、タ
イは、ハーグ協定（意匠）には未加盟である。著作
権条約については、レコード保護条約、ローマ条約、
WCT（著作権に関するWIPO条約）、WPPT（実演
及びレコードに関するWIPO条約）には、いずれに
も加盟していない。

３．特許法（発明特許）
　タイの特許法は、1999年９月27日に改正法が施行
され、現在に至っている。ここでは、この改正法に
基づいて、タイの特許制度（発明特許）について解
説する。（以下、括弧書の条文は、特に指示がない
場合、タイの特許法の条文を示す。）

（１）保護対象

特許法において、「発明」とは、「新しい製品又
は製法、又は既知の製品又は製法の改良」である
旨、規定されている（３条）。

（２）特許要件

①産業上利用可能性
特許を受けるためには、産業上利用できる発

明であることが要件とされている（５条（３））。
なお、「発明が手工芸、農業及び商業を含む何
れかの産業において製造又は使用することがで

きる場合は、産業上利用できるものとみなされ
る」（８条）として、「産業」について広く規定
されている。

②新規性
特許を受けるためには、新規性を有すること

が要件とされている（５条（１））。
新規性については、「国内公知公用」（６条

（１））及び「国内外の刊行物記載」（６条（２））
の場合には新規性を有しないことが規定されて
いる。

日本では、「国内外の公知公用」（絶対的新規
性）が採用されているのに対して、タイでは、「国
内公知公用」が採用されている点に注意が必要
である。

③新規性喪失の例外
特許出願日前の12か月の間に、非合法的に取

得されて行われた開示、又は発明者が国際博
覧会若しくは公的機関の博覧会での展示により
行った開示については、新規性を喪失しない

（６条・最終項）。
日本では、新規性喪失の例外期間が６か月

であるのに対して、タイでは12か月である。ま
た、日本では、特許を受ける権利を有する者の
行為に起因して新規性を喪失した場合に、新規
性喪失の例外が適用されるのに対して、タイで
は、国際博覧会若しくは公的機関の博覧会での
展示により行った開示に限定されている点で異
なっている。

なお、タイ特許法19条において、「政府後援
又は公認のタイ国内で開催された博覧会でその
発明を展示した者が、その博覧会の開催初日か
ら12月以内に当該発明について特許を出願した
ときは、その博覧会の開催初日に出願を行った
とみなす」と規定されており、発表日が出願日
とみなされている。

④進歩性
特許を受けるためには、進歩性を有すること

が要件とされている（５条（２））。
進歩性については、「発明が当該技術分野に

おける通常の知識を有する者において自明でな
い場合は、進歩性を有する」（７条）ことが規定
されている。


